
令和８年度教育広報紙「こらぼ」企画・編集業務委託 仕様書 

 
１ 委託業務名 令和８年度教育広報紙「こらぼ」企画・編集業務委託 
 
２ 発行目的 

 岡山市教育委員会の広報紙を年１回発行するもの。教育委員会および学校等の取組につ

いて岡山市公立保育園、岡山市立認定こども園、幼稚園、小・中・義務教育学校、高等学校

の保護者を中心とした市民に分かりやすく紹介するものとし、これによって市民の教育へ

の関心と市民協働の学校運営への参加意識を高め、家庭・地域社会の教育力の向上を目指す

ものである。 
  
３ 委託内容 

 教育広報紙の第２１号（令和８年１２月発行）の企画・編集業務を委託する。業務内容は、

次のとおり企画立案から版下作成・印刷業者への色校指示までとする。 
（１） 編集制作業務内容 

・ 企画・立案 
・ 取材 
・ 掲載原稿の作成 
・ 掲載記事のための画像撮影 
・ 編集レイアウト 
・ イラストレーションの作成 
・ 版下作成 
・ 印刷会社への色校指示 
※ 印刷業務は、市と別途契約した業者が行う。 
 

（２）委託期間  契約日から令和８年１２月２８日まで 
    （納期は、発行日の２０日前ごろを予定） 
（３） 冊子の概要 

＜規 格＞ タブロイド版（縦 406 ㎜×横 272 ㎜） ４ページ カラー  
マットコート紙 

＜発行回数＞ 年１回（１２月発行） 
＜発行部数＞ ７５，０００部 （部数は変更する場合があります） 
＜配 付 先＞ 岡山市公立保育園、岡山市立認定こども園、幼稚園、小学校・中学

校・義務教育学校、高等学校の保護者へ学校園を通じて配付すると

ともに、教職員にも全員配付。 
 私立認可保育園・認定こども園・幼稚園の保護者へは、希望する園



の保護者へデータ配付 
市役所および各区役所、各公民館・図書館等、市関係機関での窓口

設置 
市のホームページへ掲載 ほか 

（４） 紙面の構成 

ページ 構成 
１ 

（表紙） 
・広報紙のタイトル（「こらぼ」（ひらがな表記）） 
・第４期教育振興基本計画の内容解説 
※教育委員会広報動画 教育長が「きょうもいく」の２次元コード

を添付すること。 
 
 
 

２～３ 
 
 
 

 

・今後の取組について、教育長と学校長（校長会長）との対談 
・各学校及び社会教育施設等の具体的な取組 
※大枠は、上記のとおり。ページ構成は自由とする（但し、受託者

との協議により、変更する場合がある） 
※テーマは、教育委員会が決定したものとする。 
※紙面にふさわしい見出しデザイン、レイアウト等工夫すること。 
※掲載内容にふさわしい画像、イラスト、キャッチコピー等を用意

すること。 

４ 
（裏表紙） 

・教育委員会の施設、事業、イベント等の情報 
・読者からの感想・意見募集等 
・発行者（岡山市教育委員会）、編集業者名等の基本情報 

※岡山市教育委員会の広報専門官である「こらぼん♪」を効果的に登場させること。（必要

に応じて、キャラクターの改変、作成を行うこと） 
 
（５） 制作編集に当たっての基本方針 

・ 本市の教育理念は、「市民協働による自立に向かって成長する子ども（自立する子

ども）の育成」。本市では、市民協働を掲げ、家庭、学校園、地域社会、事業者を実

行主体者に位置づけ、その実現を目指している。読者に、岡山市の教育について理

解と協力を求めるといったコンセプトの下、紙面を制作すること。 
・ イラスト、画像、飾り枠、４コマ漫画等を積極的・効果的に取り入れ、読者にとっ

て分かりやすく、子どもと保護者がともに読め、家庭での話題となるような親しみ

やすい紙面とすること。 
・ 色調、タッチ、フォント、配色などを工夫した紙面構成とすること。 

 
（６）編集制作の体制 

・ 編集制作業務の業務責任者、デザイナー、ライターは、いずれも企画提案を制作し



た者を原則として従事させること。 
・ 業務責任者は市との連絡窓口となり、編集制作業務の進行管理を行うこと。 
・ 業務責任者は編集会議に必ず出席し、教育企画総務課職員および関係課の職員と編

集方針などについて協議すること。その他のスタッフは必要に応じて出席すること。 
 

（７） 編集制作手順 

①取材・制作 

・ 取材先、内容等については、教育企画総務課職員、受託業者で打ち合わせのうえ、

決定する。 
・ 取材前に構成案、レイアウト台割り案（イメージ）を示し、市教育委員会の承諾を

得たうえで、文章の作成・編集を行う。（取材へは、原則として市職員が同行する。） 
・ その他、取材先との連絡・調整、編集に必要な画像の撮影作業、イラストの作成等 
・ イラスト及び文面については、市が確認を行い、修正指示がある場合はそれに従う

こと。 
②校正 

 数回。受託者の側においても責任を持って行うこと。出力紙の提出は持参による。 
 ただし、途中段階での簡易な校正は、双方で協議の上 PDF 形式等のデータ送信によ

る確認等も可とする。 
③印刷業者との調整 

 印刷業務は、市が別途契約した業者が行う。 
 このため、必要なデータ形式などは、印刷業者と事前に十分な打ち合わせを行った 

うえで、データの形で納品すること。また、色校正については簡易色校正であること 
を考慮に入れ、必要に応じて印刷業者に適切な指示を行うこと。 

※ データ（成果品）の納品については後述する。 
 ④編集作業スケジュール（目安） 

５月下旬    取材等打合せ 
６月初旬～９月 取材・画像撮影（５～６カ所／６日間程度） 

        ※取材回数・日数については、必要に応じて前後する。 
    ※取材には、原則として市職員が同行する。 

１０月下旬   文章作成、編集後、出力紙を提出 

      →市確認・校正（数回） 
      ※出力紙の印刷色は、本印刷に近い色を出して提出すること。 

１１月 ９日頃 校了（印刷業者へ成果品納品） 
１１月１９日頃 色校正確認後必要に応じて印刷業者と調整、その後、 

市へ成果品納品 

 
４ 成果品納品 



・ 印刷に必要な電子データをＣＤ－Ｒに収め、教育企画総務課へ１枚納品。また、市

教育委員会が指定する印刷業者へデータを提供すること。（３－（７）－③）を参

照。データの提供方法については、受託者と印刷業者の双方で確認をすること。 
・ ホームページ掲載用として、ＰＤＦファイル（高解像度と低解像度[５ＭＢ以下]の

２種類）をＣＤ－Ｒに収め、１枚納品 
・ 撮影した画像、作成したイラスト・地図・図表・グラフ等のデジタルデータをＣＤ

－Ｒに収め、１枚納品 
※ＣＤ－Ｒについてはデータ容量によってＤＶＤ－Ｒでも可とする。 

 

５ 支払条件 

  発行業務完了後、検査の上支払う 

 

６ その他 

（１） 本刊行物のすべての著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含

む。）は、すべて岡山市に帰属するものとし、著作者人格権は行使しないものとす

る。また、市ホームページ等で二次使用できることを原則とする。 
（２） 成果物における写真やイラスト等について、本業務に使用するほか、学校だより、

啓発チラシ、プレスリリース、ホームページなど市が広報活動のために使用する

場合がある。 
（３） この仕様書に定めのない事項は、担当者と協議して決定するものとする。 

 
担当者 教育企画総務課 吉田・合田 ℡ 086-803-1571 


